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１ 選挙 

平成２７年選挙第１号 

江別市教育委員会委員長の選挙について 

平成２７年選挙第２号 

江別市教育委員会委員長職務代理者の指定について 

 

２ 審議事項 

  平成２７年議案第３０号 

   江別市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

   平成２７年議案第３１号 

    江別市教育委員会事務専決規程の一部を改正する規程の制定について 
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（開会） 

委員長決定までの議事進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

ただいまから、平成２７年第６回臨時教育委員会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、配付のとおりでありますが、本日の会議録署名人を、橋本委員にお

願いいたします。 

議事に入ります前に、お諮りしたい事項が２点ございます。 

１点目は、選挙第 1号及び第２号が人事案件でありますことから、秘密会による審議を

ご提案するものでございます。これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

 委員の皆様のご賛同が得られましたので選挙第１号及び第２号は秘密会により進行い

たします。 

これらを本日の審議順の最初に行い、秘密会終了後は、その他の説明員入室のため暫時

休憩いたします。 

その後、配付の会議次第にしたがって進行してまいります。 

もう１点お諮りしたい事項がございます。 

議案第３０号、議案第３１号については、関連がありますことから、一括説明・一括質

疑として進めてよろしいですか。 

（異議なし） 

 そのように確認致します。 

 

＜秘密会につき会議録省略＞ 

 

それでは、委員会を再開します。 

議事に入ります。 

２の審議事項、平成２７年議案第３０号「江別市教育委員会事務局組織に関する規則の

一部を改正する規則の制定について」及び平成２７年議案第３１号「江別市教育委員会事

務専決規程の一部を改正する規程の制定について」、以上２件についての一括説明を求め

ます。大村総務課長お願いします。 

議案第３０号江別市教育委員会事務局組織に関する規則の一部を改正する規則の制定

について、及び議案第３１号江別市教育委員会事務専決規程の一部を改正する規程の制定

について、一括して提案理由をご説明いたします。 

議案第３０号の資料２ページをご覧ください。 

先に、平成２７年７月１日付け人事異動の内示がありましたが、生涯学習課の「青少年・

スポーツ振興係」を「青少年係」に改め、新たに「スポーツ課」を新設し、市民の健康と

体力の維持向上を図る事業などを積極的に推進いたします。 

また、総務課に施設整備担当の主幹を新設し、学校施設等の総合的かつ計画的な管理を

推進いたします。 

組織改編に合わせまして、事務分掌につきましても、所要の改正を行うものであります。 

資料４ページ以降は、新旧対照表であります。左側は改正前で、右が改正後であります。 

下線部分が改正となる部分であります。 

次に、議案第３１号の資料２ページをご覧ください。改正理由は、教育部の組織変更等

に伴い、関係規程の所要の改正を行うものであります。 

資料３ページ以降は、新旧対照表であります。 

資料４ページの下線部分が改正となる部分であります。 

なお、これら２件の規則等は、附則におきまして、施行日を平成２７年７月１日として

おります。 

以上、ご説明申し上げましたので、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

ただいま説明のありました２件の議案に対する質問等がございましたら、一括してお受

けします。 

（質疑なし） 

 それでは、平成２７年議案第３０号及び平成２７年議案第３１号について、承認するこ
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支部委員長 

 

とにご異議ありませんか。 

（一同了承） 

 それでは、そのように承認いたします。 

以上をもちまして、第６回臨時教育委員会を終了いたします。 

 

（閉会） 

 

                                   終了 午後３時３８分 

 

 

 

 署名人（委員長） 支部 英孝 

 

 

 署 名 人    橋本 幸子 


